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時間帯別プラン東京 

 

1 対象となるお客さま 

 電気需給約款［低圧］（以下「需給約款」といいます）の適用を受け、電灯または小型

機器を使用され、当該一般送配電事業者が定める託送約款等の電灯標準接続送電サービス 

または電灯時間帯別接続送電サービスの対象となるお客さまで、当社との協議が整ったお

客さまを対象といたします。 

 この契約種別は、時間帯別プラン東京といたします。 

 

2 料金その他の供給条件の変更 

(1) 当社は民法第 548 条の 4の規定にもとづき、この契約種別の料金その他の供給条件

（以下「料金表」といいます）を変更する事があります。この場合、変更後の料金

表の実施期日以後の料金その他の供給条件は、変更後の料金表になります。 

(2) 託送約款等の変更または法令の制定もしくは改廃により、この料金表を変更する必

要が生じた場合、当社は変更ｵﾉ託送約款等または法令をふまえ、民法第 548条の 4

の規定にもとづき、この料金表を変更することがあります。この場合、変更後の料

金表の実施期日以後の料金その他の供給条件は、変更後の料金表になります。 

(3) 当社は、この料金表を変更する場合、変更後の料金表の実施期日までに相当な予告

期間をおいて、変更後の料金表の内容を電磁的方法等によりお客さまにお知らせい

たします。 

(4) 電気事業法施行規則第 3条の 121項各号に規定する事項を変更する場合、当社は、

原則としてその変更の内容のみをお客さまにお知らせいたします。 

 

3 契約電力 

(1) 契約電力とは、契約上使用できる最大電力（キロワット）をいいます。 

(2) 各月の契約電力は、次の場合を除き、その 1月の最大需要電力(託送約款等に定め

る接続救急電力の最大値をいいます)と前 11月の最大需要電力のうち、いずれか大

きい値といたします。 

   尚、契約電力の単位は、1キロワットとし、その端数は、小数点以下第 1位で四捨

五入いたします。ただし、算定された値が 0.5キロワット以下となる場合は、契約

電力を 0.5キロワットといたします。 

  イ 新たに電気の需給を受ける場合は、料金適用開始の日以降 12月の期間の各月の契

約電力は、その 1月の最大需要電力と料金適用開始の日から前月までの最大需要

電力のうち、いずれか大きい値とします。ただし、この料金表により電気の供給

を受ける前から引き続き当該一般送配電事業者の供給設備を利用される場合に



は、この料金表による電気の供給を受ける前の電気の供給は、契約電力の決定上

この料金表によって受けた電気の供給とみなします。 

  ロ 需要場所における負荷設備を増加される場合等で、増加された日を含む 1月の増

加された日以降の期間の最大需要電力の値がその 1月の増加された日の前日まで

の期間の最大需要電力と前 11月の最大需要電力のうちいずれか大きい値を上回る

ときは、その 1月の増加された日の前月までの期間の契約電力は、その期間の最

大需要電力と前 11月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし、その 1月の増

加された日以降の期間の契約電力は、その期間の最大需要電力の値といたしま

す。 

  ハ 需要場所における負荷設備を減少される場合等で、1年を通じての最大需要電力が

減少することが明らかなときは、減少された日を含む 1月の減少された日の前月

までの期間の契約電力は、その最大需要電力と前 11月の最大需要電力のうちいず

れか大きい値とし、減少された日以降 12月の期間の各月の契約電力は、需要場所

における負荷設備の内容、1年間を通じての最大の負荷、同一業種の負荷率、操業

度等を基準として、お客さまとの協議によって定めた値を上回る場合は、契約電

力は、その上回る最大需要電力の値といたします。 

  

4 時間帯区分 

 時間帯区分は、次の通りといたします。 

(1) 昼間時間 

   毎日午前７時から午後１１時までの時間をいいます。 

 (2) 夜間時間 

   昼間時間以外の時間をいいます。 

 

5 料 金 

  料金は、基本料金、電力量料金および需給約款別表 1（再生可能エネルギー発電促進 

賦課金）(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計と致しす。 

ただし、電力量料金は、燃料費調整額単価が需給約款別表 2（燃料費調整）(1)ニによ 

って算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、燃料費調整単価が需給薬価別表 2 

（燃料費調整）(1)ロによって算定される場合は、需給約款別表 2（燃料費調整）(1)ニ 

によって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。 

(1) 基本料金 

   基本料金は、1月につき次の通りといたします。ただし、契約電力が 0.5キロワッ 

トの場合の基本料金は、契約電力が 1キロワットの場合の基本料金の半額といたし 

ます。また、全く電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。 

契約電力 1キロワットにつき 230円 67銭 



(2) 電力量料金 

電力量料金は、その 1月の時間帯別の使用電力量によって算定いたします。 

 イ 昼間時間 

1キロワットにつき 42円 80銭 

 

 ロ 夜間時間 

1キロワットにつき 31円 84銭 

 

(3) 最低月額料金 

(1)および(2)によって算定された基本料金と電力量料金との合計が次の最低月額料

金を下回る場合は、その 1月の料金は、次の最低月額料金および需給約款別表 1

（再生可能エネルギー発電促進賦課金）(3)によって算定された再生可能エネルギ

ー発電促進賦課金の合計と致します。 

1契約につき 321円 42銭 

 

6 使用電力量の算定 

(1) 使用電力量は、託送約款等に定めるお客さまの供給地点に係る 30分ごとの接続

供給電力量といたします。 

(2) 料金の算定期間の時間帯別の使用電力量は、時間帯別に 30分ごとの使用電力量

を、料金の算定期間において合計した値とし、その端数は、小数点以下第 1位で

四捨五入いたします。また、料金の算定期間の使用電力量は、両機の算定期間の

時間帯別の使用電力量を合計した値といたします。 

 

7 契約期間 

  契約期間は、需給契約が成立した日から廃止または解約により需給契約が消滅する日 

までといたします。ただし、当社はこの契約種別を終了する場合、契約終了の 6か月 

前までにあらかじめお客さまにお知らせした上、契約を終了することがあります。 

  また、契約種別の変更を希望される場合の変更後の料金適用開始の日は、原則として

計量期間等の始期といたします。 

 

8 その他 

  (1) 料金適用開始の日以降 1年目の日までは、原則としてこの契約種別以外の契約種

別に需給契約を変更する事はできません。 

(2) その他の事項については、需給約款に定めるところによるものといたします。 

  



附    則 

 

1 実施期日  

この契約要綱は，2022年4月1日から実施いたします。 

2023年4月1日改訂 

2023年7月1日改訂 

  



別 表 

1．再生可能エネルギー発電促進賦課金 

(1)再生可能エネルギー発電促進賦課金単価再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再

生可能エネルギー特別措置法第 16条第 2項に定める納付金単価に相当する金額とし、電

気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第十二条第二項の規

定に基づき納付金単価を定める告示（以下「納付金単価を定める告示」といいます。）お

よび回避可能費用単価等を定める告示により定めます。 

(2)再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用(1)に定める再生可能エネルギー発電促

進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定め

る告示がなされた年の 4 月の検針日から翌年の 4 月の検針日前日までの期間に使用され

る電気に適用いたします。 

(3)再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定 

イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1月の使用電力量に(1)に定める再生可

能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。なお、再生可能エネル

ギー発電促進賦課金の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は、切り

捨てます。 

ロ お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 17条第 1項の規定により認定

を受けた場合で、お客さまから当社にその旨を申し出ていただいたときの再生可能

エネルギー発電促進賦課金は、次のとおりといたします。 

お客さまからの申出の直後の 4 月の検針日から翌年の 4 月の検針日（お客さまの事

業所が再生可能エネルギー特別措置法第 17条第 5項または第 6項の規定により認定

を取り消された場合は、その直後の検針日といたします。）の前日までの期間に当該

事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は、イにかかわ

らず、イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当

該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 17条第 3項に規定する政令で定める割合

として電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令

に定める割合を乗じてえた金額（以下「減免額」といいます。）を差し引いたものと

いたします。なお、減免額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。 

2．燃料費調整 

(1)燃料費調整額の算定 

イ 平均燃料価格 

原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量およ

び価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。なお、平均燃

料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入いたします。 



平均燃料価格＝A×α＋B×β＋C×γ 

A=各平均燃料価格算定期間における 1キロリットル当たりの平均原油価格 

B=各平均燃料価格算定期間における 1トン当たりの平均液化天然ガス価格 

C=各平均燃料価格算定期間における 1トン当たりの平均石炭価格 

α=0.0048 β=0.3827 γ=0.6584 

なお、各平均燃料価格算定期間における 1キロリットル当たりの平均原油価格、1ト

ン当たりの平均液化天然ガス価格および 1トン当たりの平均石炭価格の単位は、1円

とし、その端数は、小数点以下第 1位で四捨五入いたします。 

ロ 燃料費調整単価 

燃料費調整単価は、契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。燃

料費調整単価の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第 1位で四捨五入いたし

ます。 

(ｲ)1キロリットル当たりの平均燃料価格が 86,100 円を下回る場合 

  燃料費調整単価＝（86,100 円－平均燃料価格）× 
(2)の基準単価

1,000
 

(ﾛ)1キロリットル当たりの平均燃料価格が 86,100 円を上回る場合 

  燃料費調整単価＝（平均燃料価格－86,100 円）× 
(2)の基準単価

1,000
 

ハ 燃料費調整単価の適用 

各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、そ

の平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適

用いたします。各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は次の

とおりといたします。 

 

平均燃料価格算定期間 燃料費調整単価適用期間 

毎年 1月 1日から 3月 31日までの期間 
その年の 5 月の検針日から 6 月の検針日の

前日までの期間 

毎年 2月 1日から 4月 30日までの期間 
その年の 6 月の検針日から 7 月の検針日の

前日までの期間 

毎年 3月 1日から 5月 31日までの期間 
その年の 7 月の検針日から 8 月の検針日の

前日までの期間 

毎年 4月 1日から 6月 30日までの期間 
その年の 8 月の検針日から 9 月の検針日の

前日までの期間 

毎年 5月 1日から 7月 31日までの期間 
その年の 9月の検針日から 10月の検針日の

前日までの期間 

毎年 6月 1日から 8月 31日までの期間 
その年の 10 月の検針日から 11 月の検針日

の前日までの期間 



毎年 7月 1日から 9月 30日までの期間 
その年の 11 月の検針日から 12 月の検針日

の前日までの期間 

毎年 8月 1日から 10 月 31 日までの期間 
その年の 12月の検針日から翌年の 1月の検

針日の前日までの期間 

毎年 9月 1日から 11 月 30 日までの期間 
翌年の 1 月の検針日から 2 月の検針日の前

日までの期間 

毎年 10月 1日から 12月 31日までの期間  
翌年の 2 月の検針日から 3 月の検針日の前

日までの期間 

毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの

期間 

翌年の 3 月の検針日から 4 月の検針日の前

日までの期間 

毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの

期間（翌年が閏年となる場合は、翌年の 2月

29日  までの期間） 

翌年の 4 月の検針日から 5 月の検針日の前

日までの期間 

ニ 燃料費調整額 

燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を

適用して算定いたします。 

(2)基準単価 

基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、1 キロワット時につき 18

銭 3 厘とします。 

 


